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基本コース(傷害）に必ずご加入ください。選択コースについては必要な補償をお選びください。

１．日常生活中のケガや法律上の賠償責任、携行品の損害、ホールインワン・

アルバトロス費用等の補償をワンセットでご加入できます。

２．団体割引３０％（注）が適用されます。

３．保険料のお支払いは給与からの引き去りとなりますので、お手続きが簡単です。

※保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償のあらまし」を
ご覧ください。

（注）被保険者（ご本人）数が10,000人以上の場合の団体割引です。団体募集の結果、被保険者（ご本人）数が10,000人を下まわった場合
は、保険料の引き上げまたは保険金額の引き下げ等の変更をさせていただきます。

フルガード保険の保険金額・保険料は、ご加入するプランやコース等によって異なります。

プラン・コース等のご加入方法は次のとおりとなります。

この保険は保険期間の途中でも加入手続きできます。

＊2回目以降の保険料が引落できない場合は、翌月に2か月分合算で引落となります。2ヶ月
連続で引落出来ない場合は原則として脱退の手続きをとらせていただきます。

この保険は全国医師休診共済会をご契約者とするフルガード保険特約付帯普通傷害保険の団体契約です。保険証券
を請求する権利および保険契約を解約する権利等は原則として全国医師休診共済会が有します。

加入依頼書提出先：全国医師休診共済会



選択コース

コ
ー
ス
①

外出中に転んでケガを
した。

日本国内外を問わず、急激かつ偶然な外来の

事故によりケガをされた場合に保険金をお支

払いします。

また、地震、噴火または津波により生じた傷

害については天災危険担保特約付帯タイプ

（ＦＢ・ＦＤ）での補償となります。

日本国内外を問わず、日常生活中の偶然な事

故により、他人を死傷させたり、他人の物を

壊したため、法律上の損害賠償責任を負った

場合に保険金をお支払いします。
展示中の高価な花瓶を壊してしまった。

日本国内の９ホール以上を有するゴルフ場で、ゴ

ルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロス

を達成した場合に保険金をお支払いします。

コ
ー
ス
②

コ
ー
ス
③

旅行中、誤ってカメラを落と
して壊してしまった。

ホールインワンを達成
し祝賀会を開催した。

日本国内外を問わず、自宅外で携行してい

る身の回り品が偶然な事故によって損害を

受けた場合に保険金をお支払いします。

●アマチュアの方だけを対象とするもので、プロ資格の保有者およびゴルフの競技または指導を職業としている方は本担保条項による保険金のお
支払いの対象となりません。
●原則としてセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金お支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを
同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて次のいずれかの方の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
①ゴルフ場使用人 ②公式競技参加者 ③公式競技の競技委員 ④ゴルフ場に出入りされる造園業者、工事業者等
⑤ゴルフ場内の売店運営業者 ⑥ワン・オン・イベント業者 ⑦先行・後続のパーティのプレイヤー

等
●達成証明資料（注1）によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、同伴競技者および同伴競技者以外の
第三者の方の目撃は不要です。
（注1）達成証明資料とは、記録媒体に記録されたビデオ映像等をいいます。
●保険金のご請求には、弊社所定のホールインワン・アルバトロス証明書（注2）、各種費用の支払いを証明する領収書およびアテスト済の
スコアカードの提出が必要となります。
（注2）弊社所定のホールインワン・アルバトロス証明書には次の全ての方の署名または記名捺印が必要です。
①同伴競技者
②同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者
③ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
※公式競技で達成されたホールインワンまたはアルバトロスについては、前記①または②のいずれかの方の署名または記名捺印、および前記
③の方の署名または記名捺印が必要です。
※達成証明資料によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、前記②の署名または記名捺印は不要です。
この場合、達成証明資料の提出が必要となります。

●他の保険契約または共済契約から保険金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
●ホールインワンまたはアルバトロスを達成するごとに保険金額（ご契約金額）を限度として保険金をお支払いします。



タイプ ＦＡ ＦＢ ＦＣ ＦＤ ＦＥ

天災危険担保特約 付帯なし 付帯あり 付帯なし 付帯あり 付帯なし

死亡・後遺障害
保険金額

500万円 500万円 300万円 300万円 767万円

入院保険金日額（注） 2,000円 2,000円 － - 3,000円

通院保険金日額 1,000円 1,000円 － - 2,000円

１口 月額保険料 640円 740円 220円 260円 1,080円

保険料は被保険者ご本人の職種級別によって異なります。上記保険料は職種級別Ａ（医師・看護師等）の方を対象としたものです。
その他の職種の方は代理店にお問い合わせください。また、ご加入の保険金額は加入限度額以下でお申込みください。

＜加入限度額＞
天災危険担保
特約付帯なし

天災危険担保
特約付帯あり

死亡・後遺障害
保険金額

7,500万円 5,000万円

入院保険金日額（注） 15,000円 15,000円

通院保険金日額 10,000円 10,000円

タイプ ＦＦ

保険金額 １億円

月額保険料 60円

（被保険者はご本人のみ）

（携行品損害の免責金額（自己負担額）は、１回の事故につき３,０００円となります。）

タイプ ＦＧ ＦＨ

保険金額 １００万円 ５０万円

月額保険料 420円 190円

（被保険者はご本人のみ）

タイプ ＦＩ ＦＪ

保険金額 １００万円 ５０万円

月額保険料 810円 400円

（被保険者はご本人のみ）

基本コース おケガに関する補償

選択コース③ ホールインワン・アルバトロス費用に関する補償

選択コース② 携行品損害に関する補償

選択コース① 個人賠償責任に関する補償

（注）手術保険金のお支払い額は手術の種類に応じて入院保険
金日額の１０倍、２０倍、または４０倍となります。

（被保険者はご本人・ご本人の配偶者・ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚のお子様をいいます。親族とはご本人
の６親等以内の血族および３親等以内の姻族をいい、未婚とはこれまで婚姻歴がないことを言います。この続柄は損害の原因となった事故発生の
時におけるものをいいます。

（個人賠償責任の免責金額
（自己負担額）は、ありません。）

職種級別A



（団体用）

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

傷
害厑

咁国
内
外
補
償
咂

死亡保険金

急激かつ偶然な外来の事
故によりケガをされ、事故の
日からその日を含めて
１８０日以内に死亡された場
合（事故により直ちに死亡さ
れた場合を含みます。）

死亡・後遺障害保険金額の全額をお
支払いします。

※既に支払った後遺障害保険金が
ある場合は、死亡･後遺障害保険金
額から既に支払った金額を控除した
残額をお支払いします。

●被保険者（保険の対象となる方）や保険金受取人の故
意または重大な過失によるケガ（普通傷害保険について
は、ご契約者の故意または重大な過失によるケガも保険
金のお支払いの対象となりません。）

●けんかや自殺行為・犯罪行為によるケガ

●無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に
生じた事故によるケガ

●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ

●妊娠、出産、流産によるケガ

●外科的手術等の医療処置（保険金が支払われるケガ
を治療する場合を除きます。）によるケガ

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ

（ただし、天災危険担保特約付のＦＢ・ＦＤタイプについて
は、地震・噴火またはこれらによる津波によるケガについ
ても保険金をお支払いします。）

●戦争、内乱、暴動等によるケガ＊

●核燃料物質の有害な特性等によるケガ

●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ボブス
レー、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハン
ググライダー搭乗等の危険な運動中のケガ

●自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフ
リー走行等を行っている間のケガ

●むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの

等

＊「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセ
ットされているため、テロ行為によるケガは除きます。な
お、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」
は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合
でも解除されません。

後遺障害

保険金

急激かつ偶然な外来の事
故によりケガをされ、事故の
日からその日を含めて
１８０日以内に身体に後遺
障害が生じた場合

後遺障害の程度に応じて、死亡・後
遺障害保険金額の３％～１００％を
お支払いします。

※保険期間（保険のご契約期間）を
通じ合算して死亡・後遺障害保険金
額が限度となります。

入院保険金

急激かつ偶然な外来の事
故によりケガをされ、平常の
業務に従事することまたは
平常の生活ができなくなり、
かつ、入院された場合

入院の日数（実日数）に対して、１日
につき入院保険金日額をお支払いし
ます。ただし、事故の日からその日を
含めて１８０日を経過した後の期間
に対しては、入院保険金はお支払い
できません。

※入院保険金が支払われる期間
中、さらに別の急激かつ偶然な外来
の事故によりケガをされても入院保
険金は重複してはお支払いできませ
ん。

手術保険金

急激かつ偶然な外来の事
故によりケガをされ、上記入
院保険金が支払われる場
合において、その治療のた
め、病院または診療所にお
いて所定の手術を受けられ
た場合

「所定の手術」の詳細につ
いては、弊社のホームペー
ジ(http://www.tokiomarine

-nichido.co.jp/service/sick/

operation.html)をご確認くだ
さい。

手術の種類に応じて入院保険金日
額の１０倍、２０倍または４０倍をお
支払いします。ただし、１事故につき
事故の日からその日を含めて１８０
日以内の手術１回に限ります。

通院保険金

急激かつ偶然な外来の事
故によりケガをされ、平常の
業務に従事することまたは
平常の生活に支障が生じ、
かつ、通院（往診を含みま
す。）による医師の治療を受
けられた場合

通院の日数（実日数）に対して、１日
につき通院保険金日額をお支払いし
ます。ただし、事故の日からその日を
含めて１８０日を経過した後の通院
に対しては、通院保険金はお支払い
できません。また、支払対象となる
「通院の日数」は、９０日が限度とな
ります。なお、平常の業務に従事す
ることまたは平常の生活に支障がな
い程度になおった時以降の通院に
対しては、保険金はお支払いできま
せん。

※入院保険金と重複してはお支払い
できません。また、通院保険金が支
払われる期間中、さらに別の急激か
つ偶然な外来の事故によりケガをさ
れても通院保険金は重複してはお支
払いできません。

上記傷害におけるケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。

なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性を欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。

保険期間：１年

被保険者（保険の対象となる方）またはそのご家族が、既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄に
なる場合があります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。



保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合

個
人
賠
償
責
任厑

咁国
内
外
補
償
咂

日本国内外において、被保険者（保険
の対象となる方）が次の偶然な事故に
より他人にケガをさせたり、他人の物
を壊したりして損害を与え、法律上の
損害賠償責任を負担することによって
損害を被った場合

●被保険者ご本人の居住の用に供さ
れる住宅の所有、使用または管理に
起因する偶然な事故

●日常生活に起因する偶然な事故

※ゴルフカート搭乗中の賠償責任担
保特約が自動的にセットされます。

１回の事故につき、賠償責任保険金
額を限度に損害賠償金をお支払いし
ます。また、訴訟費用、損害の発生ま
たは拡大を防止するために必要とした
費用、緊急措置に必要とした費用等も
お支払いできることがあります。

※ 1損害賠償責任の全部または一部
を承認しようとするときは、あらかじめ
弊社にご相談ください。

※ 2他の保険契約または共済契約か
ら保険金が支払われた場合には、保
険金が差し引かれることがあります。

●ご契約者、被保険者（保険の対象となる方）の故意による
損害賠償責任

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害賠償
責任

●戦争、内乱、暴動等による損害賠償責任＊1

●核燃料物質の有害な特性等による損害賠償責任

●職務の遂行に直接起因する損害賠償責任（仕事上の損
害賠償責任）

●同居の親族に対する損害賠償責任

●受託品に関する損害賠償責任

●心神喪失中（泥酔中等）の損害賠償責任

●自動車（ゴルフカートを除きます。＊2）、原動機付自転車、
航空機、船舶（モーターボートを含みます。）および銃器（空
気銃を除きます。）等の所有、使用等に起因する損害賠償責
任 等

＊1 「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセ
ットされているため、テロ行為による損害賠償責任は除きま
す。なお、「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」
は、その規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも
解除されません。

＊2 ゴルフ場のゴルフカート自体の損壊等に対する損害賠
償責任については、保険金のお支払いの対象とはなりませ
ん。

携
行
品
損
害厑

咁国
内
外
補
償
咂

被保険者（保険の対象となる方）の居
住の用に供される住宅外において、被
保険者が携行する被保険者所有の身
の回り品（保険の対象）が偶然な事故
によって損害を被った場合

※以下の物は保険の対象になりませ
ん。①船舶（ヨット・モーターボート・水
上バイク・ボートおよびカヌーを含みま
す。）、航空機、自動車、原動機付自
転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよ
びこれらの付属品②自転車、ハンググ
ライダー、パラグライダー、サーフボー
ド、ウィンドサーフィン、ラジコン模型お
よびこれらの付属品③移動電話・ポケ
ットベル等の携帯式通信機器、ノート
型パソコン・ワープロ等の携帯式電子
事務機器およびこれらの付属品④義
歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その
他これらに準ずる物⑤動物および植
物⑥手形その他の有価証券（小切手
は除きます。）、印紙、切手⑦預金証
書または貯金証書（通帳およびキャッ
シュカードを含みます。）、クレジットカ
ード、ローンカード、プリペイドカードそ
の他これらに準ずる物⑧稿本、設計
書、図案、証書、帳簿その他これらに
準ずる物 等

保険期間を通じ携行品損害保険金額
を限度として保険価額（時価額＊1）を
基準に算定した損害額（１個（１組、１
対）あたり１０万円を限度とします。ま
た、乗車券・通貨等は合計５万円を限
度とします。）をお支払いします。ま
た、損害の発生または拡大を防止す
るために必要とした費用等もお支払い
できることがあります。
※1 １回の事故ごとに損害額のうち免
責金額（自己負担額） ３，０００円をご
自身で負担していただきます。

※2 他の保険契約または共済契約か
ら保険金が支払われた場合には、保
険金が差し引かれることがあります。

＊1同じものを新たに購入するのに必
要な金額から使用による消耗分を控
除して算出した金額をいいます。修理
できる場合は修理費に基づいて定め
ます。

●ご契約者、被保険者（保険の対象となる方）、保険金受取
人の故意または重大な過失による損害

●被保険者と生計を共にする親族の故意による損害

●けんかや自殺行為・犯罪行為による損害

●戦争・内乱・暴動等による損害＊2

●核燃料物質の有害な特性等による損害

●無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生
じた事故による損害

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害

●置き忘れまたは紛失による損害

●保険の対象が通常有する性質や性能の欠如による損害

●保険の対象である液体の流出による損害

●被保険者の居住する住宅（敷地を含みます。）内で生じた
事故による損害

●自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、その他類
似の事由またはねずみ食い、虫食い等による損害

●すり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷
であって、機能に支障をきたさない損害

●偶然な外来の事故に直接起因しない電気的、機械的事故
による損害

●差し押え、徴発、没収、破壊等、国または公共団体の公権
力の行使による損害 等

＊2 「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセ
ットされているため、テロ行為による損害は除きます。なお、
「条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約」は、その
規定にかかわらず、テロの危険が高まった場合でも解除さ
れません。



保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金 保険金をお支払いしない主な場合
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同伴競技者および同伴競技者以外の第
三者＊1の方が目撃したホールインワン
またはアルバトロスを達成した場合

対象となるホールインワンまたはアルバ
トロスは、アマチュアゴルファーが日本
国内のゴルフ場でパー３５以上の９ホー
ルを正規にラウンドし、１名以上の同伴
競技者と共にプレー中のホールインワン
またはアルバトロスです。ただし公式競
技の場合は、同伴競技者または同伴競
技者以外の第三者＊1のいずれかの方
が目撃したホールインワンまたはアルバ
トロスが対象です。

※1 原則としてセルフプレー中に達成し
たホールインワンまたはアルバトロスは
保険金お支払いの対象にはなりませ
ん。セルフプレーでキャディを同伴して
いない場合は、同伴キャディの目撃証
明に替えて下表の内Aに記載されたい
ずれかの方の目撃証明がある場合に限
り保険金をお支払いします。

※2 達成証明資料（記録媒体に記録さ
れたビデオ映像等）によりホールインワ
ンまたはアルバトロスの達成を客観的
に証明できる場合には、同伴競技者お
よび同伴競技者以外の第三者の方の
目撃は不要です。
＊1 同伴競技者以外の第三者とは、下表Aに
該当する方いずれか１名をいいます（Bに該当
する方の目撃は対象となりません。）。

＊2 帯同者とは、同伴キャディ以外の者で、
被保険者（保険の対象となる方）または同伴
競技者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技
を行わない者をいいます。

慣習として負担する次の費用をホール
インワン・アルバトロス費用保険金額
を限度にお支払いします。

①同伴競技者、友人等への贈呈用記
念品の購入費用（購入代金および郵
送費用）。ただし、次の購入費用を除
きます。ア.貨幣、紙幣 イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手 エ.プリペイド
カード（被保険者がホールインワンま
たはアルバトロス達成を記念して特に
作成したプリペイドカードの購入費用
についてはお支払いの対象となりま
す。）

②祝賀会費用（ホールインワンまたは
アルバトロスを達成した日から３か月
以内（祝賀会としてゴルフ競技を行う
場合において、被保険者から弊社に
ゴルフ競技を行う時期について連絡い
ただき、弊社が承認したときは、ホー
ルインワンまたはアルバトロスを達成
した日から１年以内に開催されたゴル
フ競技に必要とする費用を含めること
ができます。）に開催された祝賀会に
限ります。）

③ホールインワンまたはアルバトロス
を達成したゴルフ場に対する記念植樹
費用

④同伴キャディに対する祝儀

⑤その他慣習として支出することが適
当な社会貢献、自然保護またはゴル
フ競技発展に役立つ各種費用（ただし
保険金額の１０％が限度となります。）
※他の保険契約または共済契約から
保険金が支払われた場合には、保険
金が差し引かれることがあります。

●ゴルフ場の経営者または使用人の方が、そのゴルフ場で
達成したホールインワンまたはアルバトロス

●ゴルフの競技または指導を職業としている方のホールイン
ワンまたはアルバトロス 等

A

同伴競技
者以外の
第三者に
該当する
方

・同伴キャディ
・ゴルフ場使用人
・公式競技参加者
・公式競技の競技委員
・ゴルフ場に出入りされる造園業
者、工事業者等
・ゴルフ場内の売店運営業者
・ワン・オン・イベント業者
・先行・後続のパーティのプレイ
ヤー

等

B

同伴競技
者以外の
第三者に
該当しな
い方

・帯同者＊2

「ホールインワン・アルバトロス費用」は複数のご契約に
ご加入いただいていても、その中で最も高い保険金額
が複数のご契約を通算してのお支払い限度となります
（例：保険金額が30万円と50万円の2件のご契約にご
加入されても、50万円が通算のお支払い限度額となり
ます。）。
既に「ホールインワン・アルバトロス費用」を補償する他
の保険契約等にご加入いただいている場合には、補償
内容を十分ご確認下さい。

ご本人 配偶者 その他のご親族*

○ × ×

○ ○ ○

傷害、携行品損害、ホールインワン・アルバトロス費用

個人賠償責任

＊ ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚のお子様をいいます。親族とはご本人の６親等以内の血族および３親等以内の
姻族をいい、未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。この続柄は傷害および損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。

①
・加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項（告知事項）です。ご加入時に加入依頼書等に正確に記載してください。こ
れらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合はご加入を解除することがあります。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いで
きないことがありますので、ご注意ください（弊社の代理店には告知受領権があります。）。この保険の普通保険約款では、告知事項は、以下の事項と
なります（詳細は加入依頼書等をご確認ください。）。
●被保険者（保険の対象となる方）ご本人の職業・職務
●他の保険契約等＊1を締結されている場合には、その内容(同時に申し込む契約を含みます。)
＊1他の保険契約等とは、全部または一部に対して支払責任が同じである保険契約または共済契約をいいます。なお、保険金ご請求時に、他の保険
契約等の内容について確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
・加入される方（団体の構成員）の氏名（ふりがな）についても併せてご確認いただきますようお願いいたします。



このパンフレットはフルガード保険特約付帯普通傷害保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
なお、約款はご契約者である団体の代表者にお渡しする予定です。必要に応じ団体までご請求ください。また、パンフレットには、ご契約上の大切なことがらが
記載されていますので、ご一読の上、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合
わせください。

・事故が発生した場合には、30日以内にご加入の代理店または弊社にご連絡ください。
・保険金請求権には、時効(３年)がありますのでご注意ください。
・ケガを被ったとき既に存在していたケガや病気の影響等により、ケガの程度が加重された場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。
・賠償責任事故について、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんので、被保険者（保険の対象となる方）ご自身が被害者
の方と示談交渉を進めていただくこととなります。ただし、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社
の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。

②
死亡保険金は法定相続人にお支払いします。特定の方を指定する場合は、必ず被保険者の同意を得てください。また、同意のないままにご加入をされた
場合にはご加入が無効となります。死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、代理店までお申し出ください。
③
継続してご加入いただく場合は、現在のご契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がござ
いましたら、ご加入の代理店または弊社まですぐにご連絡ください。なお、本パンフレットの内容は平成２２年１２月１日以降の補償内容です。それより前の
補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
④
ご加入内容変更をされている場合、お手元の更新加入依頼書には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新
加入依頼書記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
⑤
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保す
るため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について（社）日本損害保険協会に
登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は上記目的以外には用いません。ご不明の点は、弊社までお問い合わせください。

①
加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向通りのご加入内容になっているかどうかをご確認くださいますようお願
いいたします。
また、加入者票が到着するまでの間、加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点があれば、ご加入の
代理店または弊社までお問い合わせください。
②
・加入依頼書等に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご加入の代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡がない場
合は、お支払いする保険金が削減されることがありますのでご注意ください。この保険の普通保険約款では、通知事項は、以下の事項となります（詳細は加
入依頼書等をご確認ください。）。
●被保険者（ご本人）の職業・職務＊2
＊2下記の職業・職務に変更となる場合には、弊社からご案内するご加入内容に変更いただいたり、ご加入を解除させていただ
くことがあります。詳細は、ご加入の代理店または弊社までお問い合わせください。
オートテスター（テストライダー）、オートバイ競争選手、自動車競争選手、モーターボート競争選手（水上オートバイを含む）、自転車競争選手、猛獣取扱
者（動物園の飼育係を含む）、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含む）、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の身体・
生命の危険度の高い職業・職務
③
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本契約の加入対象者でなくなった場合には、脱
退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、ご加入の代理店または弊社までお問
い合わせください。
加入内容変更をいただいてから１か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念の為、連絡先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願
いいたします。

代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店と有効に成立したご
契約については弊社と直接締結されたものとなります。

◆お問い合わせ先
ご不明の点がありましたら下記までご連絡下さい。

【お問い合わせ先・代理店】

住所
電話
FAX

【引受保険会社、ご意見･ご相談先】

住所

電話
FAX

この保険の対象者（被保険者）は全国医師休診共済会の会員およびそのご家族（配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟および役員・従業員ご本人
と同居されている親族の方）に限ります。ご確認のうえご加入いただきますようお願い申し上げます。団体の構成員でなくなった場合には代
理店までご通知ください。



暮らしに関する無料相談サービス
介護・健康に関するご相談から暮らしのインフォメーションまで、あなたのデイリーライフをバックアップします。
お気軽にご利用ください。*1

●内容
①身の回りの法律に関するご相談*2 ②身の回りの税金に関するご相談*2
③介護保険制度やケアプランについてのご相談、各種介護関連事業者のご案内等介護全般に関わるご相談
④看護師による健康についてのご相談 ⑤公的年金等の社会保険に関するご相談*2
⑥グルメ・レジャー・冠婚葬祭等暮らしの様々な情報のご提供
⑦介護の仕方や介護保険制度、各種介護関連事業者等の介護に関する様々な情報のご提供

●受付時間
①③⑤ 平日午前9時～午後5時 ② 平日午後2時～午後4時 ④ 24時間365日
⑥ 平日午前10時～午後4時 (※①②③⑤⑥は、いずれも土曜・日曜・祝祭日を除きます。）

●お問い合わせ先
①②③⑤⑥ フリーダイヤル 0120-285-110（携帯電話・自動車電話・ＰＨＳ・衛星電話からもご利用いただけます。）

④ フリーダイヤル 0120-262-772（携帯電話・自動車電話・ＰＨＳ・衛星電話からもご利用いただけます。）

⑦ ホームページアドレス http://www.kaigonw.ne.jp/
*1 ご相談の対象は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合で、ご契約者（法人は除きます。）、被保険者（保

険の対象となる方をいい、法人は除きます。）、またはご契約者もしくは被保険者の配偶者・同居の親族（以下相談対象者といいます。）に日本国内で発生した身の回り

の事象（事業活動等を除きます。）とし、相談対象者のうちのいずれかの方からの直接の相談に限ります。

*2 弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに時間を必要とする場合があります。

デイリーサポート

※一部のサービスは、弊社提携会社を通じてご提供します。
※サービスメニューは、予告なく変更となる場合があります。なお、一部の地域では、ご利用いただけないサービスもありますので、あらかじめご了解
ください。

※サービスのご利用にあたっては、提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。
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